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(54)【発明の名称】 超音波プローブ状態判断方法および超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  超音波診断装置の超音波プローブが所定部位
に適切に接触していることを検出する。
【解決手段】  複数チャネルの超音波センサを有する超
音波プローブ２０を被検体の所定部位３０に当ててそこ
に超音波を送信し、その反射信号を受信し、受信した信
号に基づいて所定部位３０の撮影画像を生成する超音波
診断方法において、通常の撮影画像の処理に加えて、超
音波プローブ２０の複数チャネルの超音波センサの受信
信号から相関関係を示すデータを算出し、算出した相関
関係を示すデータを参照して超音波センサの所定部位３
０への接触状態を判断する。相関関係を示すデータとし
ては、たとえば、超音波プローブ２０の全てのチャネル
の超音波センサについて、複数の超音波センサを１ブロ
ックとして複数のブロックに分割し、各ブロック内の超
音波センサの受信信号の平均値を算出した結果とする。
各ブロックの受信信号の平均値が隣接するブロックの平
均値より低いときそのブロックの超音波センサが所定部
位３０に充分接触していないと判断する。その結果を表
示手段２４に認識容易な形態で表示する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】複数チャネルの超音波センサを有する超音
波プローブを駆動して被検体の所定部位へ超音波を送信
し、その反射信号を受信し、受信した信号に基づいて前
記被検体の所定部位の撮影画像を生成する超音波撮影方
法において、
前記受信信号に基づいて生成した前記被検体の所定部位
の撮影画像の信号処理を行い、
前記超音波プローブの複数チャネルの超音波センサの受
信信号から相関関係を示すデータを算出し、
前記算出した相関関係を示すデータを参照して前記被検
体の所定部位への前記超音波プローブの複数チャネルの
超音波センサの接触状態を判断する、
ことを特徴とする、超音波プローブ状態判断方法。
【請求項２】前記撮影画像における超音波音線方向にお
ける音線データを総和して、その総和値が所定のしきい
値以下のときは前記超音波センサが接触不良であると判
断する、
請求項１記載の超音波プローブ状態判断方法。
【請求項３】複数チャネルの超音波センサを有する超音
波プローブを駆動して被検体の所定部位へ超音波を送信
し、その反射信号を受信し、受信した信号に基づいて前
記被検体の所定部位の撮影画像を生成する超音波撮影方
法において、
通常撮影モード時、前記受信信号に基づいて生成した前
記被検体の所定部位の撮影画像の信号処理を行い、
テスト撮影モード時、（ａ）前記受信信号に基づいて生
成した前記被検体の所定部位の撮影画像の信号処理を行
い、（ｂ）前記超音波プローブの駆動させた複数チャネ
ルの超音波センサの受信信号から相関関係を示すデータ
を算出し、（ｃ）前記算出した相関関係を示すデータを
参照して前記被検体の所定部位への前記超音波プローブ
の複数チャネルの超音波センサの接触状態を判断する、
ことを特徴とする、超音波プローブ状態判断方法。
【請求項４】事前に前記超音波プローブ内の複数チャネ
ルの超音波センサを、複数の超音波センサを１ブロック
として複数のブロックに区分しておき、
前記テスト撮影モード時、（ａａ）前記各ブロック内の
複数の超音波センサを同時的に駆動し、（ｂｂ）前記駆
動した超音波センサの受信信号に基づいて生成した前記
被検体の所定部位の撮影画像の信号処理を行い、（ｃ
ｃ）前記超音波プローブの駆動させた複数チャネルの超
音波センサの受信信号から相関関係を示すデータを算出
し、（ｄｄ）前記算出した相関関係を示すデータを参照
して前記被検体の所定部位への前記超音波プローブの複
数チャネルの超音波センサの接触状態を判断する処理
を、全ブロックの超音波センサについて行うことを特徴
とする、
請求項１または２記載の超音波プローブ状態判断方法。
【請求項５】複数チャネルの超音波センサを有する超音
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波プローブを用いて被検体の所定部位へ超音波を送信
し、その反射信号を受信し、受信した信号に基づいて前
記被検体の所定部位の撮影画像を生成する超音波撮影方
法において、
事前に前記超音波プローブの全複数チャネルの超音波セ
ンサを所定数の複数チャネルの超音波センサごと１ブロ
ックとして複数ブロックに区分しておき、
テスト撮影モード時に、
（イ）前記複数ブロックに区分した１ブロック内の複数
チャネルの超音波センサを同時的に駆動し、該駆動され
た超音波センサから超音波を前記被検体の所定部位に送
信し、その反射波を前記超音波プローブ内の全ての超音
波センサで受信し、
（ロ）前記受信信号に基づいて生成した前記被検体の所
定部位の撮影画像の信号処理を行い、
（ハ）前記超音波プローブの駆動させた複数チャネルの
超音波センサの受信信号から相関関係を示すデータを算
出し、前記算出した相関関係を示すデータを参照して前
記被検体の所定部位への前記超音波プローブの複数チャ
ネルの超音波センサの接触状態を判断し、
（ニ）前記超音波プローブの駆動させない複数チャネル
の超音波センサの受信信号を信号処理して超音波反射信
号の分析を行い、
（ホ）前記（イ）～（ニ）の処理を、全ての超音波セン
サについて行う、
ことを特徴とする、超音波プローブ状態判断方法。
【請求項６】前記被検体の所定部位の撮影画像を表示手
段の撮影画像表示領域に表示し、
前記超音波プローブの超音波センサの接触状態の良否を
示す表示を、前記撮影画像表示領域に隣接する超音波プ
ローブ状態表示部分に表示する、
請求項１～５いずれか記載の超音波プローブ状態判断方
法。
【請求項７】前記相関関係を示すデータの算出として、
前記超音波プローブの複数チャネルの超音波センサの受
信信号について位相合わせ処理した後のデータについて
前記相関関係を示すデータを算出する、
請求項１～６いずれか記載の超音波プローブ状態判断方
法。
【請求項８】前記相関関係を示すデータの算出は、前記
超音波プローブの全ての複数チャネルの超音波センサを
複数のブロックに分割し、各ブロック内の超音波センサ
の受信信号単位について行う、
請求項７記載の超音波プローブ状態判断方法。
【請求項９】前記相関関係を示すデータとして、前記各
ブロック内の前記複数チャネルの超音波センサの受信信
号の平均値を算出し、
前記各ブロックの受信信号の平均値が隣接するブロック
の受信信号の平均値より低いときそのブロックの前記複
数チャネルの超音波センサが前記被検体の所定部位に充
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分接触していないと判断する、
請求項７記載の超音波プローブ状態判断方法。
【請求項１０】前記相関関係を示すデータとして、前記
各ブロック内の前記複数チャネルの超音波センサの受信
信号の平均値を算出し、かつ、前記平均値の値が等しい
かほぼ等しい連続する他のブロックを検出し、
平均値の値が等しいかほぼ等しいことを検出した連続す
るブロックの受信信号の平均値が、隣接する他の連続す
るブロックの受信信号の平均値または隣接する１のブロ
ックの受信信号の平均値より低いとき、前記連続するブ
ロックの前記超音波センサが前記被検体の所定部位に充
分接触していないと判断する、
請求項７記載の超音波プローブ状態判断方法。
【請求項１１】前記テスト撮影モード時の処理で得られ
た状態判定結果を、前記超音波撮影画像データに関連づ
けてメモリへの記録および／または表示手段への表示の
いずれか一方を行う、
請求項１～１０いずれか記載の超音波プローブ状態判断
方法。
【請求項１２】通常撮影処理手段と、
テスト撮影処理手段と、
超音波プローブ駆動手段と、
複数チャネルの超音波センサを有する超音波プローブと
を具備し、
前記通常撮影処理手段は、前記超音波プローブ駆動手段
を介して前記超音波プローブを駆動して被検体の所定部
位へ超音波を送信し、その反射信号を受信し、受信した
信号に基づいて前記被検体の所定部位の撮影画像を生成
し、
前記テスト撮影処理手段は、（ａ）前記超音波プローブ
の複数チャネルの超音波センサの受信信号から相関関係
を示すデータを算出し、（ｂ）前記算出した相関関係を
示すデータを参照して前記被検体の所定部位への前記超
音波プローブの複数チャネルの超音波センサの接触状態
を判断する、
超音波診断装置。
【請求項１３】前記テスト撮影処理手段は、前記撮影画
像における超音波音線方向における音線データを総和
し、その総和値が所定のしきい値以下のときは前記超音
波センサが接触不良であると判断する、
請求項１２記載の超音波診断装置。
【請求項１４】表示手段をさらに有し、
前記通常撮影処理手段は、
前記被検体の所定部位の撮影画像を表示手段の撮影画像
表示領域に表示し、
前記超音波プローブの超音波センサの接触状態の良否を
示す表示を、前記撮影画像表示領域に隣接する超音波プ
ローブ状態表示部分に表示する、
請求項１２または１３記載の超音波診断装置。
【請求項１５】テスト撮影モードか通常撮影モードかを
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判定し、通常撮影モード時は前記通常撮影処理手段を駆
動し、テスト撮影モード時は前記テスト撮影処理手段を
駆動する動作モード設定手段をさらに具備し、
前記通常撮影処理手段は、前記超音波プローブ駆動手段
を介して前記超音波プローブを駆動して被検体の所定部
位へ超音波を送信し、その反射信号を受信し、受信した
信号に基づいて前記被検体の所定部位の撮影画像を生成
し、
前記テスト撮影処理手段は、（ａ）前記超音波プローブ
駆動手段を介して前記超音波プローブを駆動して被検体
の所定部位へ超音波を送信し、その反射信号を受信し、
受信した信号に基づいて前記被検体の所定部位の撮影画
像を生成し、（ヘ）前記受信信号に基づいて生成した前
記被検体の所定部位の撮影画像の信号処理を行い、
（ｃ）前記超音波プローブの駆動させた複数チャネルの
超音波センサの受信信号から相関関係を示すデータを算
出し、（ｄ）前記算出した相関関係を示すデータを参照
して前記被検体の所定部位への前記超音波プローブの複
数チャネルの超音波センサの接触状態を判断する、
請求項１２記載の超音波診断装置。
【請求項１６】事前に前記超音波プローブ内の複数チャ
ネルの超音波センサを、複数の超音波センサを１ブロッ
クとして複数のブロックに区分しておき、
前記テスト撮影処理手段は、（ａａ）前記各ブロック内
の複数の超音波センサを同時的に駆動し、（ｂｂ）前記
駆動した超音波センサの受信信号に基づいて生成した前
記被検体の所定部位の撮影画像の信号処理を行い、（ｃ
ｃ）前記超音波プローブの駆動させた複数チャネルの超
音波センサの受信信号から相関関係を示すデータを算出
し、（ｄｄ）前記算出した相関関係を示すデータを参照
して前記被検体の所定部位への前記超音波プローブの複
数チャネルの超音波センサの接触状態を判断する処理
を、全ブロックの超音波センサについて行うことを特徴
とする、
請求項１５記載の超音波診断装置。
【請求項１７】事前に前記超音波プローブの全複数チャ
ネルの超音波センサを所定数の複数チャネルの超音波セ
ンサごと１ブロックとして複数ブロックに区分してお
き、
前記テスト撮影処理手段は、
（イ）前記複数ブロックに区分した１ブロック内の複数
チャネルの超音波センサを同時的に駆動し、該駆動され
た超音波センサから超音波を前記被検体の所定部位に送
信し、その反射波を前記超音波プローブ内の全ての超音
波センサで受信し、
（ロ）前記受信信号に基づいて生成した前記被検体の所
定部位の撮影画像の信号処理を行い、
（ハ）前記超音波プローブの駆動させた複数チャネルの
超音波センサの受信信号から相関関係を示すデータを算
出し、前記算出した相関関係を示すデータを参照して前
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記被検体の所定部位への前記超音波プローブの複数チャ
ネルの超音波センサの接触状態を判断し、
（ニ）前記超音波プローブの駆動させない複数チャネル
の超音波センサの受信信号を信号処理して超音波反射信
号の分析を行い、
（ホ）前記（イ）～（ニ）の処理を、全ての超音波セン
サについて行う、
請求項１３記載の超音波診断装置。
【請求項１８】表示手段をさらに有し、
前記通常撮影処理手段または前記テスト撮影処理手段
は、前記被検体の所定部位の撮影画像を表示手段の撮影
画像表示領域に表示し、
前記テスト撮影処理手段は、前記超音波プローブの超音
波センサの接触状態の良否を示す表示を、前記撮影画像
表示領域に隣接する超音波プローブ状態表示部分に表示
する、
請求項１５～１７いずれか記載の超音波診断装置。
【請求項１９】前記相関関係を示すデータの算出とし
て、前記超音波プローブの複数チャネルの超音波センサ
の受信信号について位相合わせ処理した後のデータにつ
いて前記相関関係を示すデータを算出する、
請求項１３～１８いずれか記載の超音波診断装置。
【請求項２０】前記相関関係を示すデータの算出は、前
記超音波プローブの全ての複数チャネルの超音波センサ
を複数のブロックに分割し、各ブロック内の超音波セン
サの受信信号単位について行う、
請求項１３～１９いずれか記載の超音波診断装置。
【請求項２１】前記相関関係を示すデータとして、前記
各ブロック内の前記複数チャネルの超音波センサの受信
信号の平均値を算出し、
前記各ブロックの受信信号の平均値が隣接するブロック
の受信信号の平均値より低いときそのブロックの前記複
数チャネルの超音波センサが前記被検体の所定部位に充
分接触していないと判断する、
請求項１３～１９いずれか記載の超音波診断装置。
【請求項２２】前記相関関係を示すデータとして、前記
各ブロック内の前記複数チャネルの超音波センサの受信
信号の平均値を算出し、かつ、前記平均値の値が等しい
かほぼ等しい連続する他のブロックを検出し、
平均値の値が等しいかほぼ等しいことを検出した連続す
るブロックの受信信号の平均値が、隣接する他の連続す
るブロックの受信信号の平均値または隣接する１のブロ
ックの受信信号の平均値より低いとき、前記連続するブ
ロックの前記超音波センサが前記被検体の所定部位に充
分接触していないと判断する、
請求項１３～１９いずれか記載の超音波診断装置。
【請求項２３】前記テスト撮影モード時の処理で得られ
た状態判定結果を、前記超音波撮影画像データに関連づ
けてメモリへの記録および／または表示手段への表示の
いずれか一方を行う、
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請求項１５～２２いずれか記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は超音波診断方法と装
置に関するものであり、特に、超音波診断に用いるプロ
ーブが被検体の所定部位に適切に接触しているか否かな
どの状態を判断する、超音波プローブ状態判断方法と、
それを実施する超音波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】超音波診断装置は、医師または検査技師
（以下、オペレータ）が、超音波送信・受信を行う超音
波プローブ（以下、略して、プローブまたは探触子とも
いう）を超音波撮影を受ける人（被検体）の体表に押圧
しながら接触させたとき、プローブから超音波が被検体
の所定部位に送信され、その反射超音波を受信し、受信
信号を信号処理して、信号処理した撮影画像を超音波診
断装置の前面の表示装置に表示する。オペレータまたは
医師がその撮影画像から被検体の撮影部位の状態を診断
する。
【０００３】超音波診断装置を用いた超音波撮影対象
（所定部位）の撮影方法は種々提案され、実用化されて
いるが、超音波診断装置を使用するオペレータのプロー
ブの使用方法が問題になることがある。オペレータのプ
ローブの使用方法の問題の中で頻繁に起こる問題は、被
検体の所定部位へのプローブの接触不良または不充分な
接触である。被検体の所定部位へのプローブの接触不良
としては、たとえば、プローブに１９２チャネルの超音
波センサが存在するうち、たとえば、プローブの周縁の
１０チャネルの超音波センサが被検体の所定部位に適切
に接触しないことが起こる。そのような部分的な接触不
良は、通常、超音波撮影を受ける被検体の体表など形状
の複雑さ、プローブを使用するオペレータの個人差など
に起因して起こる。
【０００４】被検体の所定部位への複数チャネルの超音
波センサの接触不良または不充分な接触状態が起きた場
合、それらのチャネルの超音波センサの送信信号および
／または受信信号が低下し、充分な撮影画像が得られな
い。オペレータは超音波診断装置の表示装置に表示され
た撮影画像を肉眼で観察し、不充分な撮影画像と判断し
た場合、再度プローブによる走査を行うことができる。
しかしながら、何度もプローブによる走査を繰り返すこ
とは超音波診断装置による検査時間が長くなるという不
具合がある。また、オペレータが表示装置に表示された
撮影画像を観察し、不充分な撮影画像であるか否かを判
断する場合、オペレータによって判断基準に相違があ
り、後で医師が撮影画像を診断したとき不充分な撮影画
像であると感じる可能性も起こる。
【０００５】また、プローブの超音波センサを被検体の
所定部位に当てて超音波診断装置による撮影を行ってい
る際、プローブの移動または被検体の所定部位の移動な
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7
どにより、瞬間的に上述した接触不良または不十分な接
触状態が発生したとき、そのような瞬間的な接触不良ま
たは不充分な接触状態がオペレータに認識されない場合
が起こることもある。そのような場合、後に医師が撮影
画像を詳細に診断したときそのような接触不良または不
十分な接触に起因して低品質の撮影画像であることを気
づく場合も起こる。そのような場合、再検査が必要にな
る可能性もある。
【０００６】さらに、たとえば、被検体に造影剤を投与
した状態での超音波検査の場合、焦点にどれだけ大きな
超音波信号を収束できるか、あるいは、どれだけ均一な
音圧を設定できるかが重要になるが、オペレータの経験
度またはオペレータの操作方法によっては、そのような
目的に則しないプローブの使用も起こりうる。
【０００７】そのような問題を克服するため、たとえ
ば、特開平１－１１０３４９号公報は、眼科用超音波診
断装置として、被検眼の角膜に接触させる超音波探触子
と角膜の間の接触状態を検出して測定精度を高め、アラ
イメントを正確に表示する方法を提案している。しかし
ながら、特開平１－１１０３４９号公報に提案されてい
る方法は、眼科用超音波診断装置に限定されるので、臓
器などの超音波撮影に使用する通常の超音波診断装置に
は適用できない。しかも、接触状態を検出するため圧電
素子のような付加的な手段を用いるので、装置構成が複
雑になり、価格も高くなる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】上述したように、プロ
ーブを用いて実際に被検体の所定部位の撮影を行ってい
るとき、プローブの一部または全部が適切に被検体の体
表に接触しているかを適切に検出する有効な方法はまだ
提案されていない。
【０００９】上記プローブの接触不良に加えて、プロー
ブを被検体の所定部位の体表に適切に接触させたとして
も、たとえば、肋骨など強反射体が被検体の所定部位の
手前に存在すると、その方向の撮影画像が暗くなる傾向
がある。そのような場合、これまでは、通常、プローブ
を大開口で用い多数の超音波センサからの超音波を送受
信して他の方向からの超音波信号を受信してなんとか撮
影画像を生成し、その撮影画像を超音波診断装置の信号
処理回路で利得調整するなどの信号処理を行って超音波
診断装置の表示装置に撮影画像を表示するなどの工夫を
している。しかしながら、このような方法で撮影した画
像を後に医師が診断した場合、症状を正確に診断できな
い場合が起こる可能性がある。
【００１０】本発明の目的は、超音波撮影の最中、プロ
ーブが適切に被検体の所定部位に接触していることを検
出可能な、超音波プローブ状態判断方法を提供すること
にある。本発明の他の目的は、上記超音波プローブ状態
判断方法を実施する超音波診断装置を提供することにあ
る。
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【００１１】本発明の第１の観点によれば、複数チャネ
ルの超音波センサを有する超音波プローブを駆動して被
検体の所定部位へ超音波を送信し、その反射信号を受信
し、受信した信号に基づいて前記被検体の所定部位の撮
影画像を生成する超音波撮影方法において、前記受信信
号に基づいて生成した前記被検体の所定部位の撮影画像
の信号処理を行い、前記超音波プローブの複数チャネル
の超音波センサの受信信号から相関関係を示すデータを
算出し、前記算出した相関関係を示すデータを参照して
前記被検体の所定部位への前記超音波プローブの複数チ
ャネルの超音波センサの接触状態を判断することを特徴
とする、超音波プローブ状態判断方法が提供される。好
ましくは、前記撮影画像における超音波音線方向におけ
る音線データを総和して、その総和値が所定のしきい値
以下のときは前記超音波センサが接触不良であると判断
する。
【００１２】本発明の第２の観点によれば、上記超音波
プローブ状態判断方法を実施する超音波診断装置が提供
される。
【００１３】本発明の第３の観点によれば、複数チャネ
ルの超音波センサを有する超音波プローブを駆動して被
検体の所定部位へ超音波を送信し、その反射信号を受信
し、受信した信号に基づいて前記被検体の所定部位の撮
影画像を生成する超音波撮影方法において、通常撮影モ
ード時、前記受信信号に基づいて生成した前記被検体の
所定部位の撮影画像の信号処理を行い、テスト撮影モー
ド時、（ａ）前記受信信号に基づいて生成した前記被検
体の所定部位の撮影画像の信号処理を行い、（ｂ）前記
超音波プローブの駆動させた複数チャネルの超音波セン
サの受信信号から相関関係を示すデータを算出し、
（ｃ）前記算出した相関関係を示すデータを参照して前
記被検体の所定部位への前記超音波プローブの複数チャ
ネルの超音波センサの接触状態を判断する、ことを特徴
とする、超音波プローブ状態判断方法が提供される。
【００１４】好ましくは、事前に前記超音波プローブ内
の複数チャネルの超音波センサを、複数の超音波センサ
を１ブロックとして複数のブロックに区分しておき、前
記テスト撮影モード時、（ａａ）前記各ブロック内の複
数の超音波センサを同時的に駆動し、（ｂｂ）前記駆動
した超音波センサの受信信号に基づいて生成した前記被
検体の所定部位の撮影画像の信号処理を行い、（ｃｃ）
前記超音波プローブの駆動させた複数チャネルの超音波
センサの受信信号から相関関係を示すデータを算出し、
（ｄｄ）前記算出した相関関係を示すデータを参照して
前記被検体の所定部位への前記超音波プローブの複数チ
ャネルの超音波センサの接触状態を判断する処理を、全
ブロックの超音波センサについて行うことを特徴とす
る。
【００１５】本発明の第４の観点によれば、上記超音波
プローブ状態判断方法を実施する超音波診断装置が提供



(6) 特開２００３－１３５４５９

10

20

30

40

50

9
される。
【００１６】本発明の第５の観点によれば、複数チャネ
ルの超音波センサを有する超音波プローブを用いて被検
体の所定部位へ超音波を送信し、その反射信号を受信
し、受信した信号に基づいて前記被検体の所定部位の撮
影画像を生成する超音波撮影方法において、事前に前記
超音波プローブの全複数チャネルの超音波センサを所定
数の複数チャネルの超音波センサごと１ブロックとして
複数ブロックに区分しておき、テスト撮影モード時に、
（イ）前記複数ブロックに区分した１ブロック内の複数
チャネルの超音波センサを同時的に駆動し、該駆動され
た超音波センサから超音波を前記被検体の所定部位に送
信し、その反射波を前記超音波プローブ内の全ての超音
波センサで受信し、（ロ）前記受信信号に基づいて生成
した前記被検体の所定部位の撮影画像の信号処理を行
い、（ハ）前記超音波プローブの駆動させた複数チャネ
ルの超音波センサの受信信号から相関関係を示すデータ
を算出し、前記算出した相関関係を示すデータを参照し
て前記被検体の所定部位への前記超音波プローブの複数
チャネルの超音波センサの接触状態を判断し、（ニ）前
記超音波プローブの駆動させない複数チャネルの超音波
センサの受信信号を信号処理して超音波反射信号の分析
を行い、（ホ）前記（イ）～（ニ）の処理を、全ての超
音波センサについて行うことを特徴とする、超音波プロ
ーブ状態判断方法が提供される。
【００１７】本発明の第６の観点によれば、上記超音波
プローブ状態判断方法を実施する超音波診断装置が提供
される。
【００１８】好ましくは、前記被検体の所定部位の撮影
画像を表示手段の撮影画像表示領域に表示し、前記超音
波プローブの超音波センサの接触状態の良否を示す表示
を、前記撮影画像表示領域に隣接する超音波プローブ状
態表示部分に表示する。
【００１９】前記相関関係を示すデータの算出および状
態判定として、下記方法のいずれかを行うことができ
る。
【００２０】（１）前記超音波プローブの複数チャネル
の超音波センサの受信信号について位相合わせ処理した
後のデータについて前記相関関係を示すデータを算出す
る。
（２）前記超音波プローブの全ての複数チャネルの超音
波センサを複数のブロックに分割し、各ブロック内の超
音波センサの受信信号単位について行う。
（３）前記各ブロック内の前記複数チャネルの超音波セ
ンサの受信信号の平均値を算出し、前記各ブロックの受
信信号の平均値が隣接するブロックの受信信号の平均値
より低いときそのブロックの前記複数チャネルの超音波
センサが前記被検体の所定部位に充分接触していないと
判断する。
（４）上記各ブロック内の前記複数チャネルの超音波セ
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ンサの受信信号の平均値を算出し、かつ、前記平均値の
値が等しいかほぼ等しい連続する他のブロックを検出
し、平均値の値が等しいかほぼ等しいことを検出した連
続するブロックの受信信号の平均値が、隣接する他の連
続するブロックの受信信号の平均値または隣接する１の
ブロックの受信信号の平均値より低いとき、前記連続す
るブロックの前記超音波センサが前記被検体の所定部位
に充分接触していないと判断する。
【００２１】さらに好ましくは、前記テスト撮影モード
時の処理で得られた状態判定結果を、前記超音波撮影画
像データに関連づけてメモリへの記録および／または表
示手段への表示のいずれか一方を行う。
【００２２】
【発明の実施の形態】本発明の超音波プローブ状態判断
方法およびそれを実施する超音波診断装置の好適な実施
の形態を添付図面を参照して述べる。
【００２３】図１は本発明の超音波診断装置の実施の形
態の構成図である。図１に図解した超音波診断装置１０
は、動作モード設定手段１２と、通常撮影処理手段１４
と、テスト撮影処理手段１６または状態判定手段２２の
いずれかと、超音波プローブ駆動手段１８と、超音波プ
ローブ２０と、表示手段２４とを有する。
【００２４】通常撮影処理手段１４は、超音波診断装置
１０を用いたこれまで超音波診断装置１０を用いたオペ
レータによって行われている、通常の撮影処理を行う。
その詳細な処理内容については、たとえば、図６および
図７を参照して後述する。状態判定手段２２は本発明に
よって追加された手段であり、通常撮影処理手段１４の
処理の後、後述する超音波プローブ２０の超音波センサ
が所定部位３０に接触しているか否かを判定する。この
ように、本発明において、通常撮影処理手段１４と状態
判定手段２２とは組み合わせて動作する。このような形
態においては、テスト撮影処理手段１６は不要である。
すなわち、状態判定手段２２を用いるときはテスト撮影
処理手段１６は不要であり、テスト撮影処理手段１６を
用いるときは状態判定手段２２は不要となる。また、超
音波プローブ２０の超音波センサの接触不良などの状態
判定を行わないときは状態判定手段２２を使用しない。
【００２５】他方、テスト撮影処理手段１６は、本発明
によって付加された手段であり、通常撮影モードとテス
ト撮影モードとを設定した場合のテスト撮影モードにお
いて、超音波プローブ２０の超音波センサが被検体の所
定部位３０に適切に接触しているか否かをテストする処
理を行う。その詳細な処理内容については、たとえば、
図６および図７を参照して後述する。このとき通常撮影
モードにおいて通常撮影処理手段１４が動作する。ただ
し、この場合は状態判定手段２２は使用しない。
【００２６】動作モード設定手段１２は、通常撮影モー
ドとテスト撮影モードとを設定した場合に、通常撮影モ
ードにおいて通常撮影処理手段１４を駆動し、テスト撮
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影モードにおいてテスト撮影処理手段１６を駆動させる
ものであり、たとえば、超音波診断装置１０の操作パネ
ル部分の操作モード設定スイッチ（図示せず）が、テス
ト撮影モードか通常撮影モードがオペレータによって設
定されたとき、その設定モードを検出し、設定されたモ
ードに応じて動作モード設定手段１２または通常撮影処
理手段１４を駆動する。動作モード設定手段１２も本発
明によって付加された手段である。
【００２７】超音波プローブ駆動手段１８および超音波
プローブ２０は、超音波診断装置１０の既存の手段であ
り、通常撮影処理手段１４およびテスト撮影処理手段１
６の両者によって使用される。超音波プローブ２０につ
いては図２を参照して後述する。
【００２８】表示手段２４は、本実施の形態では、たと
えば、超音波診断装置１０の前面に設けられた、たとえ
ば、ＣＲＴ表示装置である。表示手段２４は通常撮影処
理手段１４による撮影画像の表示、および、状態判定手
段２２による状態表示、または、テスト撮影処理手段１
６による状態表示の両者に使用する。
【００２９】図２は図１に図解した超音波診断装置に用
いる超音波プローブの複数チャネルの超音波センサとブ
ロック構成の関係の例を示す図である。この例示では超
音波プローブ２０は、全体で１９２チャネルの超音波セ
ンサからなり、後述するテスト撮影処理手段１６におけ
るテスト撮影のため、複数ブロックに区分されている場
合を示す。本例では、１ブロックが１６チャネルの超音
波センサであり、全体で１２ブロックに区分されてい
る。
【００３０】第１実施の形態の超音波プローブ状態判断
処理
図３は本発明の図１に図解した超音波診断装置の１実施
の形態の動作、および、本発明の超音波プローブ状態判
断方法の第１の実施の形態を示すフローチャートであ
る。すなわち、図３は図１の通常撮影処理手段１４およ
び状態判定手段２２を用いて行う超音波プローブ状態判
断方法の処理を示すフローチャートである。この場合、
通常撮影処理手段１４、状態判定手段２２、超音波プロ
ーブ駆動手段１８、超音波プローブ２０を用いるが、動
作モード設定手段１２およびテスト撮影処理手段１６は
用いない。以下、図３に図解した動作を述べる。
【００３１】ステップ１：通常撮影処理手段１４は、超
音波診断装置１０および超音波プローブ２０を用いたこ
れまで行われていた通常の超音波撮影処理を行う。通常
の超音波撮影処理は、これまでオペレータが超音波診断
装置１０および超音波プローブ２０を用いて行っている
撮影処理と同様である。その通常撮影処理の例を図６、
図７および図１０を参照して後述する。通常撮影処理手
段１４による撮影画像は、図４に図解した状態判定手段
２２の撮影画像表示領域１０２に表示される。すなわ
ち、超音波プローブ２０の位置を上部にし、被検体の所
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定部位３０に向かって扇形に広がる撮影画像が撮影画像
表示領域１０２に表示される。
【００３２】ステップ２：通常撮影処理手段１４の処理
の後、状態判定手段２が動作して、超音波プローブ２０
の超音波センサの被検体の所定部位３０への接触状態を
判定して、その結果を、図４に図解した状態判定手段２
２の撮影画像表示領域１０２の近傍の、第１の超音波プ
ローブ状態表示部１０４および／または第２の超音波プ
ローブ状態表示部１０６に接触状態の不良を表示する。
接触状態の不良の判断方法としては、たとえば、超音波
画像における超音波音線方向の音線データを総和して、
その総和値があるしきい値以下の場合に超音波センサの
不良と判断する。状態判定手段２２による処理の例を図
６、図７および図１０を参照して後述する。
【００３３】通常撮影処理手段１４と状態判定手段２２
とは一体構成することもできるが、超音波プローブ２０
の超音波センサの接触状態の判定を行わない場合には、
状態判定手段２２を停止すればよいので、通常撮影処理
手段１４と状態判定手段２２とを分離しておくと便利で
ある。また通常撮影処理手段１４を分離しておくと、第
２実施の形態において、テスト撮影処理手段１６と協動
して動作させることができる。したがって、本実施の形
態においては、通常撮影処理手段１４と、テスト撮影処
理手段１６と、状態判定手段２２とを分離して構成し、
これらを適宜動作させて目的とする処理を達成してい
る。
【００３４】第２実施の形態の超音波プローブ状態判断
処理
図５は本発明の図１に図解した超音波診断装置の第２実
施の形態の動作、および、本発明の超音波プローブ状態
判断方法の第２の実施の形態を示すフローチャートであ
る。すなわち、図５は図１の通常撮影処理手段１４およ
びテスト撮影処理手段１６を用いて行う超音波プローブ
状態判断方法の処理を示すフローチャートである。この
場合、図１の動作モード設定手段１２、動作モード設定
手段１２、通常撮影処理手段１４、テスト撮影処理手段
１６、超音波プローブ駆動手段１８、超音波プローブ２
０、状態判定手段２２を使用する。ただし、本実施の形
態においては、状態判定手段２２は使用しない。この場
合、テスト撮影モードと通常撮影モードとが設定され
る。以下、図５に図解した動作を述べる。
【００３５】ステップ０１：動作モード設定手段１２
は、たとえば、超音波診断装置１０の操作パネル部分の
操作モード設定スイッチ（図示せず）の状態を入力し
て、超音波診断装置１０および超音波プローブ２０を通
常撮影モードで動作させるべきか、テスト撮影モードで
動作させるべきかを検出する。この場合、超音波診断装
置１０を使用しているオペレータは超音波診断装置１０
の操作モード設定スイッチに、通常撮影モードで超音波
診断装置１０を使用するかテスト撮影モードで超音波診
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断装置１０を使用するかを設定する。
【００３６】なおテスト撮影モードは、上述した操作モ
ード設定スイッチの設定状態のみによらず、その他種々
の場合でもテスト撮影モードとなる。そのようなテスト
撮影モードを例示すると、（１）上述した超音波診断装
置１０のオペレータ、たとえば、医師、検査技師などの
設定により上記操作モード設定スイッチのスイッチ位置
がテスト撮影モード側に設定された場合、（２）通常撮
影期間に、予め設定した一定周期ごと、自動的にテスト
撮影モードに切り替わる場合、（３）動作モード設定手
段１２が超音波プローブ２０の超音波センサの受信信号
レベルが所定以下である場合を検出した場合に自動的に
テスト撮影モードにする場合など種々の場合があり、そ
のような場合に自動的にテスト撮影モードとなってテス
ト撮影処理手段１６に動作によるテスト撮影を行うこと
ができる。
【００３７】テスト撮影モードについてさらに詳述す
る。たとえば、オペレータが超音波診断装置１０の操作
パネル部分に設けられた操作モード設定スイッチを「通
常撮影モード」に設定し、超音波診断装置１０を動作さ
せ、オペレータが被検体の所定部位３０を超音波プロー
ブ２０で走査し、その結果が超音波診断装置１０の表示
手段２４に撮影画像として表示されているとき、オペレ
ータが表示手段２４に表示されているその撮影画像を観
察して不適切な撮影画像と判断した場合に、オペレータ
は超音波診断装置１０の操作パネル部分に設けられた操
作モード設定スイッチ（図示せず）をテスト撮影モード
側に倒す。このような操作モード設定スイッチの設定変
更があった場合、動作モード設定手段１２はそれを即座
に検出して、テスト撮影処理手段１６を動作させる。し
たがって、本実施の形態においては、通常撮影動作中で
もテスト撮影モードに切り換えた処理を行うことができ
る。もちろん、オペレータは超音波診断装置１０の動作
の初期状態として、超音波プローブ２０の調子を検査す
るため、超音波診断装置１０を用いた通常撮影動作の前
に操作モード設定スイッチをテスト撮影モード側に倒し
て、テスト撮影処理手段１６を駆動したテスト撮影動作
を行うこともできる。
【００３８】あるいは、通常撮影モードにおける動作に
おいて、オペレータが超音波診断装置１０および超音波
プローブ２０を用いて被検体の所定部位３０について所
定回数撮影を行ってその所定部位３０の撮影画像が得ら
れたとき、その撮影画像のデータの正確さを示す指標、
たとえば、フラグを自動的に出力するため、所定周期ご
とに動作モード設定手段１２が自動的にテスト撮影処理
手段１６を駆動して、図７および図１０を参照して述べ
るテスト撮影を行うことができる。
【００３９】または、通常撮影モードにおける動作にお
いて、動作モード設定手段１２が超音波プローブ２０で
検出した受信信号のレベルを判断して、超音波プローブ
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２０で受信した信号が全体的に低いレベルの場合に動作
モード設定手段１２が自動的に通常撮影モードからテス
ト撮影モードに切り換え、テスト撮影処理手段１６を駆
動してテスト撮影処理手段１６によって図７および図１
０を参照して述べるテスト撮影を行うことができる。も
ちろん、上述したテスト撮影モードは例示であり、テス
ト撮影モードは上述した例に限らない。
【００４０】ステップ０２：上述したいずれかのテスト
撮影モードに該当しない場合は、動作モード設定手段１
２は通常撮影処理手段１４を駆動し、通常撮影処理手段
１４による通常の超音波撮影処理が行われる。通常の超
音波撮影処理は、図３を参照して述べた、ステップ１
（Ｓ１）の処理と同様、これまでオペレータが超音波診
断装置１０および超音波プローブ２０を用いて行ってい
る撮影処理と同様である。その通常撮影処理の例を図
６、図７および図１０を参照して後述する。
【００４１】ステップ０３：テスト撮影モードの場合
は、動作モード設定手段１２によってテスト撮影処理手
段１６が駆動されて、テスト撮影処理手段１６によるテ
スト撮影処理が行われる。テスト撮影処理手段１６によ
るテスト撮影処理の例を、図７および図１０を参照して
後述する。
【００４２】ステップ０４：動作モード設定手段１２
は、操作終了指示があるか否かを検出し、操作終了指示
が存在しない場合は、上記動作を反復する。操作終了指
示としては、たとえば、超音波診断装置１０の電源スイ
ッチをオフにした場合などである。
【００４３】第１実施の形態の超音波プローブ状態判断
方法の具体例
図６を参照して図３に図解した本発明の第１実施の形態
の超音波プローブ状態判断方法の具体例について述べ
る。図６は図３に図解した本発明の超音波プローブ状態
判断方法の１実施の形態の第１例を示すフローチャート
である。図４は図６に図解した処理によって行われる表
示手段２４への撮影画像の表示例を示す図である。
【００４４】図６に図解した実施の形態においては、図
１に図解した通常撮影処理手段１４がステップ１１～１
６、２１の処理を行い、状態判定手段２２がステップ１
７～２０の処理を行う。
【００４５】ステップ１１：通常撮影処理手段１４は、
通常撮影条件に従って超音波プローブ駆動手段１８を駆
動して超音波プローブ２０内の複数のチャネルの超音波
センサを駆動して超音波を発生させ、オペレータが超音
波プローブ２０を当てている被検体の所定部位３０に超
音波を送信する。通常撮影処理手段１４による超音波プ
ローブ２０内の複数チャネルの超音波センサの駆動方法
としては、超音波撮影方法に応じて、（ａ）大開口動作
として図２に例示した１９２チャネルの超音波センサを
同時的に駆動してもよいし、（ｂ）狭開口動作として１
６チャネルの超音波センサを１ブロックとする各ブロッ
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ク内の超音波センサを同時的に駆動する動作を順次、各
ブロックごと行う方法のいずれかどの方法でもよい。
【００４６】ステップ１２：通常撮影処理手段１４は超
音波プローブ２０の超音波センサの駆動によって発生さ
れ、被検体の所定部位３０に送信された超音波が被検体
の所定部位３０で反射された超音波を超音波プローブ２
０の超音波センサで受信してたとき、その受信信号を入
力して通常撮影処理手段１４内のメモリに一時的に記憶
する。もちろん、このような被検体の所定部位３０への
超音波の送信、および、被検体の所定部位３０からの超
音波の受信は、上述した複数チャネルの超音波センサの
駆動方法に応じて行う。
【００４７】ステップ１３：オペレータが超音波プロー
ブ２０を被検体の所定部位３０に焦点を当てて超音波プ
ローブ２０から複数チャネルの超音波センサからほぼ同
時的に被検体の所定部位３０に超音波を送信したとき、
超音波センサの位置および／または被検体の所定部位３
０への伝達経路などに依存して複数チャネルの受信信号
の受信タイミングに時間的なずれが生ずる。そこで、通
常撮影処理手段１４は、複数チャネルの受信信号の受信
タイミング（位相）を一致させるように、複数チャネル
の受信信号の位相合わせ処理を行う。位相合わせ処理の
具体例に述べると、たとえば、ほぼ同時のタイミングで
駆動した超音波プローブ２０内の複数のチャネルの超音
波センサのうち、早く受信した超音波センサの受信信号
を遅延して、遅れて受信された信号に一致させる。
【００４８】ステップ１４：通常撮影処理手段１４は、
ステップ１３で行った位相合わせ処理された受信信号に
ついて所定の演算処理する。そのような演算処理の例と
しては、たとえば、前回までの処理で得られた超音波プ
ローブ２０の受信信号を加算して、超音波プローブ２０
内の同じチャネルの超音波センサの受信信号の平均値を
求める。すなわち、超音波プローブ２０内の複数チャネ
ルの各々の超音波センサの複数の受信信号についての平
均値を求める。このような平均値の演算は、簡単なフィ
ルタ処理の１例でもある。
【００４９】ステップ１５、１６：通常撮影処理手段１
４はステップ１４において信号処理した超音波プローブ
２０の各チャネルの超音波センサの受信信号の平均値の
信号を上から下に扇状に広がる撮影画像として超音波診
断装置１０の表示手段２４に表示させるための画像処理
を行い、その結果を表示手段２４に表示する。その表示
例を図４に例示する。通常撮影処理手段１４による画像
処理した撮影画像の表示手段２４への表示は、既存の超
音波診断装置１０の表示手段２４に表示されているよう
に、超音波プローブ２０の位置に相当する撮影画像表示
領域１０２の上部から、被検体の所定部位３０の内部に
向かって扇状に広がる撮影画像として撮影画像表示領域
１０２に行われる。
【００５０】ステップ１７：状態判定手段２２が通常撮
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影処理手段１４によって駆動される。状態判定手段２２
は、このとき、オペレータの設定によって超音波プロー
ブ２０の超音波センサが被検体の所定部位３０への接触
状態を判定するモードに設定されているか否かをチェッ
クする。オペレータがそのような状態判定を設定してい
るとき、状態判定手段２２はステップ１８～２０に示す
状態判定処理を行う。なお、無条件に状態判定手段２２
の処理を遂行する場合はこのようなチェックは不要であ
る。
【００５１】ステップ１８：状態判定手段２２は、ステ
ップ１３で位相合わせ処理された超音波プローブ２０の
複数チャネルの受信信号について相関関係を示すデータ
を算出する。相関関係を示すデータの例は後述する。
【００５２】ステップ１９：状態判定手段２２は、ステ
ップ１８で算出した相関関係を示すデータを判断処理し
て超音波プローブ２０の複数チャネルの超音波センサの
一部または全部が被検体の所定部位３０に良好に接触し
ているか否かなどの判断処理を行う。この判断処理の例
を後述する。
【００５３】ステップ２０：状態判定手段２２は、ステ
ップ１９における判断結果を、図４に図解した表示手段
２４の表示領域１００の第１の超音波プローブ状態表示
部１０４および／または第２の超音波プローブ状態表示
部１０６に表示する。また状態判定手段２２は、ステッ
プ１９における判断結果を上述した通常撮影処理手段１
４で得られた、図４の撮影画像表示領域１０２に表示さ
れた撮影画像に対応するデータと関連付けてテスト撮影
処理手段１６内のメモリに記録する、または、表示手段
２４に表示する。
【００５４】なお、通常撮影処理手段１４のメモリと、
状態判定手段２２のメモリは共用の１つのメモリとして
もよい。すなわち、超音波診断装置１０内に各種データ
を記憶するメモリを１つ用意し、そのメモリを、通常撮
影処理手段１４と状態判定手段２２とで共用する。
【００５５】ステップ２１：状態判定手段２２はステッ
プ２０の処理の終了時に通常撮影処理手段１４を駆動す
る。駆動された通常撮影処理手段１４は超音波診断装置
１０における操作スイッチの状態などから超音波撮影処
理が終了するか否かを検出する。その超音波撮影処理が
終了しなければ、通常撮影処理手段１４はステップ１１
から上述した処理を反復する。超音波撮影終了を示す場
合は、超音波診断装置１０の動作を終了させる。
【００５６】状態判定手段２２の処理の第１の例示：平
均値の偏差
状態判定手段２２はステップ１８における相関関係を示
すデータを算出する第１例として、図２に例示した超音
波プローブ２０の各ブロックの内の複数チャネル（図２
の例示では１６チャネル）の超音波センサの受信信号の
平均値を算出する。さらに、テスト撮影処理手段１６は
全ブロック（全チャネル）の超音波センサの受信信号の
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平均値を算出する。このように、第１例の相関関係を示
すデータは、超音波プローブ２０内の各ブロックの超音
波センサの受信信号の平均値および全ブロック（全チャ
ネル）の超音波センサの受信信号の平均値である。
【００５７】状態判定手段２２はステップ１９の判断処
理として、超音波プローブ２０のあるブロックの超音波
センサの受信信号の平均値が、全体の受信信号の平均値
より低く、たとえば、全体の平均値の２０％以下で、か
つ、隣接するブロックの超音波センサの受信信号の平均
値より極端に低い、たとえば、隣接するブロックの平均
値の３０％以下か否かを検出する。もし、そのような条
件に合致している場合は、状態判定手段２２は、超音波
プローブ２０内のそのブロック内の超音波センサが被検
体の所定部位３０に対して接触が不充分な状態、あるい
は、肋骨などの強反射体が手前に存在して十分なレベル
の受信信号が得られないと判定する。なお、超音波プロ
ーブ２０の各ブロックの大きさは、たとえば、超音波プ
ローブ２０の被検体の所定部位３０への接触不良を検出
する単位、たとえば、図２に例示したように、１６チャ
ネルの超音波センサを１単位（ブロック）とするなどの
基準で決めることができる。
【００５８】状態判定手段２２は、超音波プローブ２０
のそのようなブロックの超音波センサの受信信号のレベ
ルに異常を検出したとき、ステップ２０の動作として、
たとえば、図４に例示したように、表示手段２４の表示
領域１００内の撮影画像表示領域１０２の上下に位置す
る第１の超音波プローブ状態表示部１０４および／また
は第２の超音波プローブ状態表示部１０６の該当するブ
ロック部分が異常（接触不良）であることを識別可能に
表示する。
【００５９】たとえば、超音波診断装置１０に設けられ
た表示手段２４がモノクロ表示装置の場合、状態判定手
段２２は第１の超音波プローブ状態表示部１０４または
第２の超音波プローブ状態表示部１０６の超音波プロー
ブ２０の異常ブロックに対応するブロック部分を白で表
示する。図４に図解した例示では、超音波プローブ２０
のブロック１の超音波センサが被検体の所定部位３０に
対して接触不良などの異常状態が発生したことを図解し
ている。超音波診断装置１０に設けられた表示手段２４
がカラー表示装置の場合、テスト撮影処理手段１６は、
図４に図解した接触不良が発生している超音波プローブ
２０のブロック、図４に図解した例示では超音波プロー
ブ２０のブロック１を赤などの色でオペレータにとって
容易かつ迅速に識別可能に表示する。
【００６０】超音波診断装置１０を使用しているオペレ
ータは、表示手段２４の表示領域１００の撮影画像表示
領域１０２に表示されている撮影画像を観察しながら、
撮影画像表示領域１０２の上下に位置する第１の超音波
プローブ状態表示部１０４および／または第２の超音波
プローブ状態表示部１０６への接触状態不良表示を観察
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することにより、撮影画像表示領域１０２に表示されて
いる撮影状態が適切か否かを容易に認識できる。超音波
診断装置１０を使用しているオペレータは、第１の超音
波プローブ状態表示部１０４または第２の超音波プロー
ブ状態表示部１０６にそのような不良表示が行われたと
き、超音波プローブ２０の該当するブロックの超音波セ
ンサの被検体の所定部位３０への接触不良がなくなるよ
うに被検体の所定部位３０への超音波プローブ２０の当
て方を修正することができる。このように、本実施の形
態によれば、テスト撮影処理手段１６による信号処理に
よって被検体の所定部位３０への超音波プローブ２０の
超音波センサの当て方の不具合状態が正確かつ迅速に検
出することができ、しかも、不具合状態の判断基準はオ
ペレータの個人差がない。したがって、本実施の形態に
よれば、オペレータの超音波診断装置１０の使用の熟練
度に依存せず、正確な超音波診断装置１０の作業が可能
となる。その結果、オペレータの操作の正確性が向上
し、超音波診断装置１０の超音波撮影時間も短縮でき
る。
【００６１】なお、状態判定手段２２は、上述した超音
波プローブ２０のあるブロックに接触不良などの不具合
のあるブロックを検出したとき、図４に例示したような
第１の超音波プローブ状態表示部１０４および／または
第２の超音波プローブ状態表示部１０６への異常表示に
加えて、撮影画像表示領域１０２に表示されている撮影
画像データを記録しているメモリの、上記異常状態のブ
ロックに該当するメモリ内のデータ格納領域に、被検体
の所定部位３０への超音波プローブ２０の接触状態が十
分でないことを示す指標、たとえば、フラッグを付す。
その結果、超音波診断装置１０の操作の後に医師が撮影
画像を診断する場合にそのような指標も撮影画像に付し
て出力すると、超音波プローブ２０が被検体の所定部位
３０に良好な接触状態で撮影された画像が否かを知るこ
とができる。
【００６２】上述した実施の形態においては、超音波診
断装置１０に、新たな素子、たとえば、超音波プローブ
２０の接触状態を検知する圧電素子を設けて圧力を検出
する特開平１１－１１０３４９号公報に開示されている
方法とは異なり、既存の超音波診断装置１０に新たに付
加する機器または手段を必要とせず、超音波診断装置１
０内のプログラムを変化し、動作モード設定手段１２お
よびテスト撮影処理手段１６の処理を行うプログラムを
追加するのみでよいので、実施が容易であるし、価格も
大きく高騰しない。また、オペレータが状態判定手段２
２を動作させないような設定を行えば、従来の超音波診
断装置１０の動作を行うことができる。
【００６３】第２実施の形態の超音波プローブ状態判断
方法の第１の具体例
図７を参照して図５に図解した本発明の超音波プローブ
状態判断方法の第２実施の形態の第１の具体例について
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述べる。図７は図５に図解した本発明の超音波プローブ
状態判断方法の第２実施の形態の第１例の具体例を示す
フローチャートである。図８は図７に図解した通常撮影
モードにおける通常撮影処理手段１４の処理によって行
われる表示手段２４への撮影画像の表示例を示す図であ
る。図４は図７に図解したテスト撮影処理手段１６の処
理によって行われる表示手段２４への撮影画像の表示例
を示す図である。
【００６４】図７に図解した実施の形態においては、図
１に図解した動作モード設定手段１２はステップ２２の
処理を行う。通常撮影処理手段１４はステップ１１～１
３、および、ステップ１４～１７の処理を行う。テスト
撮影処理手段１６はステップ１９～２１の処理を行う。
【００６５】ステップ１１：通常撮影処理手段１４は、
図６のステップ１１の処理と同様、通常撮影条件に従っ
て超音波プローブ駆動手段１８を駆動して超音波プロー
ブ２０内の複数のチャネルの超音波センサを駆動して超
音波を発生させ、オペレータが超音波プローブ２０を当
てている被検体の所定部位３０に超音波を送信する。通
常撮影処理手段１４による超音波プローブ２０内の複数
のチャネルの超音波センサの駆動方法としては、超音波
撮影方法に応じて、（ａ）大開口動作として図２に例示
した１９２チャネルの超音波センサを同時的に駆動して
もよいし、（ｂ）狭開口動作として１６チャネルの超音
波センサを１ブロックとする各ブロック内の超音波セン
サを同時的に駆動する動作を順次、各ブロックごと行う
方法のいずれかどの方法でもよい。
【００６６】ステップ１２：通常撮影処理手段１４は、
図６のステップ１２の処理と同様、超音波プローブ２０
の超音波センサの駆動によって発生され、被検体の所定
部位３０に送信された超音波が被検体の所定部位３０で
反射された超音波を超音波プローブ２０の超音波センサ
で受信したときその受信信号を入力して通常撮影処理手
段１４内のメモリに一時的に記憶する。もちろん、この
ような被検体の所定部位３０への超音波の送信、およ
び、被検体の所定部位３０からの超音波の受信は、上述
した複数チャネルの超音波センサの駆動方法に応じて行
う。
【００６７】ステップ１３：オペレータが超音波プロー
ブ２０を被検体の所定部位３０に焦点を当てて超音波プ
ローブ２０から複数チャネルの超音波センサからほぼ同
時的に被検体の所定部位３０に超音波を送信したとき、
超音波センサの位置および／または被検体の所定部位３
０への伝達経路などに依存して複数チャネルの受信信号
の受信タイミングに時間的なずれが生ずる。そこで、通
常撮影処理手段１４は、図６のステップ１３の処理と同
様、複数チャネルの受信信号の受信タイミング（位相）
を一致させるように、複数チャネルの受信信号の位相合
わせ処理を行う。位相合わせ処理の具体例に述べると、
たとえば、上述したように、ほぼ同時のタイミングで駆
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動した超音波プローブ２０内の複数のチャネルの超音波
センサのうち、早く受信した超音波センサの受信信号を
遅延して、遅れて受信された信号に一致させる。
【００６８】ステップ２２：動作モード設定手段１２
は、テスト撮影モードか通常撮影モードかをチェックす
る。テスト撮影モードの例としては、上述したように、
（１）たとえば、医師、検査技師などが超音波診断装置
１０の操作パネルの操作モード設定スイッチ（図示せ
ず）をテスト撮影モード側に設定した場合、（２）予め
設定した一定周期ごとにテスト撮影条件で超音波診断装
置１０を動作させる場合、（３）動作モード設定手段１
２が超音波プローブ２０の受信信号がレベルが所定以下
である場合を検出した場合に自動的にテスト撮影モード
でで超音波診断装置１０を動作させる場合などである。
【００６９】ステップ１４～１７：通常撮影処理
ステップ２２において、動作モード設定手段１２によっ
て通常撮影モードと判定された場合は、通常撮影処理手
段１４が駆動されて通常撮影処理手段１４はステップ１
４～１７の処理を行う。
【００７０】ステップ１４：動作モード設定手段１２で
検出したモードが通常撮影モード通常モードの場合、動
作モード設定手段１２は通常撮影処理手段１４を駆動す
る。駆動された通常撮影処理手段１４は、図６のステッ
プ１４の処理と同様、ステップ１３で行った位相合わせ
処理された受信信号について所定の演算処理する。その
ような演算処理の例としては、たとえば、上述したよう
に、前回までの処理で得られた超音波プローブ２０の受
信信号を加算して、超音波プローブ２０内の同じチャネ
ルの超音波センサの受信信号の平均値を求める。すなわ
ち、超音波プローブ２０内の複数チャネルの各々の超音
波センサの複数の受信信号についての平均値を求める。
このような平均値の演算は、簡単なフィルタ処理の一例
でもある。
【００７１】ステップ１５、１６：通常撮影処理手段１
４はステップ１４において信号処理した超音波プローブ
２０の各チャネルの超音波センサの受信信号の平均値の
信号を、図６のステップ１５、１６の処理と同様に、上
から下に扇状に広がる撮影画像として超音波診断装置１
０の表示手段２４に表示させるための画像処理を行い、
その結果を表示手段２４に表示する。その表示例を図８
に例示する。通常撮影処理手段１４による画像処理した
撮影画像の表示手段２４への表示は、既存の超音波診断
装置１０の表示手段２４に表示されている撮影画像と同
様に、超音波プローブ２０の位置に相当する撮影画像表
示領域１０２の上部から被検体の所定部位３０の内部に
向かって扇状に広がる撮影画像のみを撮影画像表示領域
１０２に行う。なお、テスト撮影処理手段１６による表
示手段２４の表示は、図４に図解する形態で行われる。
【００７２】ステップ１７：通常撮影処理手段１４は、
超音波診断装置１０における操作スイッチの状態などか
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ら超音波撮影処理が終了するか否かを検出する。その超
音波撮影処理が終了しなければ、ステップ１１から上述
した処理を反復する。超音波撮影終了を示す場合は、通
常撮影処理手段１４は超音波診断装置１０の動作を終了
させる。
【００７３】ステップ１８～２１：テスト撮影処理
ステップ２２において、動作モード設定手段１２がテス
ト撮影モードと判断した場合、動作モード設定手段１２
によってテスト撮影処理手段１６が駆動されて、駆動さ
れたテスト撮影処理手段１６がステップ１８～２１の動
作を行う。
【００７４】ステップ１８：テスト撮影処理手段１６
は、図６のステップ１８において状態判定手段２２が処
理したと同様に、ステップ１３で位相合わせ処理された
超音波プローブ２０の複数チャネルの受信信号について
相関関係を示すデータを算出する。相関関係を示すデー
タの例は後述する。
【００７５】ステップ１９：テスト撮影処理手段１６
は、図６のステップ１９において状態判定手段２２が処
理したと同様に、ステップ１８で算出した相関関係を示
すデータを判断処理して超音波プローブ２０の複数チャ
ネルの超音波センサの一部または全部が被検体の所定部
位３０に良好に接触しているか否かなどの判断処理を行
う。この判断処理の例を後述する。
【００７６】ステップ２０：テスト撮影処理手段１６
は、図６のステップ２０において状態判定手段２２が処
理したと同様に、ステップ１９における判断結果を、図
４に図解した表示手段２４の表示領域１００の第１の超
音波プローブ状態表示部１０４および／または第２の超
音波プローブ状態表示部１０６に表示する。またテスト
撮影処理手段１６は、（ａ）超音波診断装置１０の操作
パネルの操作モード設定スイッチ（図示せず）にオペレ
ータによって設定されたテスト撮影モードによる動作の
要求に従って、（ｂ）あるいは、ステップ１９における
判断結果を上述した通常撮影処理手段１４で得られた、
図４の撮影画像表示領域１０２に表示された撮影画像に
対応するデータと関連付けてテスト撮影処理手段１６内
のメモリに記録する、または、表示手段２４に表示す
る。なお、通常撮影処理手段１４のメモリとテスト撮影
処理手段１６のメモリは共用の１つのメモリとしてもよ
い。すなわち、超音波診断装置１０内に各種データを記
憶するメモリを１つ用意し、そのメモリを通常撮影処理
手段１４とテスト撮影処理手段１６とで共用する。
【００７７】ステップ２１：テスト撮影処理手段１６
は、超音波プローブ２０を走査した得られ受信信号につ
いて、通常撮影処理手段１４で行ったステップ１４の演
算処理、ステップ１５の画像処理、および、ステップ１
６の撮影画像表示領域１０２への表示処理と同様の処理
を行う。すなわち、テスト撮影モードによる超音波プロ
ーブ２０によっても通常撮影モードによる超音波プロー
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ブ２０による受信信号と同様の受信信号が得られている
から、そのような受信信号について通常撮影処理手段１
４で行ったと同様の信号処理をして、その処理結果を、
図４に図解した表示手段２４の撮影画像表示領域１０２
に表示する。
【００７８】以下、テスト撮影処理手段１６が行うステ
ップ１８～２１の処理の具体例を述べる。ここで行うテ
スト撮影処理手段１６による処理は、オペレータが超音
波プローブ２０を用いて超音波診断装置１０を実時間で
動作させている間に行っても通常撮影モードの処理に支
障が起きないように、極力演算が簡単で、しかも超音波
プローブ２０の超音波センサの被検体の所定部位３０へ
の接触状態を正確に検出できる方法が好ましい。そのよ
うな目的に沿った処理の具体例を下記に述べる。
【００７９】テスト撮影処理手段１６の処理の第１の例
示：平均値の偏差
テスト撮影処理手段１６はステップ１８における相関関
係を示すデータを算出する第１例として、図２に例示し
た超音波プローブ２０の各ブロックの内の複数チャネル
（図２の例示では１６チャネル）の超音波センサの受信
信号の平均値を算出する。さらにテスト撮影処理手段１
６は全ブロック（全チャネル）の超音波センサの受信信
号の平均値を算出する。このように、第１例の相関関係
を示すデータは、超音波プローブ２０内の各ブロックの
超音波センサの受信信号の平均値および全ブロック（全
チャネル）の超音波センサの受信信号の平均値である。
【００８０】テスト撮影処理手段１６はステップ２０の
判断処理として、超音波プローブ２０のあるブロックの
超音波センサの受信信号の平均値が、全体の受信信号の
平均値より低く、たとえば、全体の平均値の２０％以下
で、かつ、隣接するブロックの超音波センサの受信信号
の平均値より極端に低い、たとえば、隣接するブロック
の平均値の３０％以下か否かを検出する。そのような条
件に合致している場合は、超音波プローブ２０内のその
ブロック内の超音波センサが被検体の所定部位３０に対
して接触が不充分な状態、あるいは、肋骨などの強反射
体が手前に存在して充分なレベルの受信信号が得られな
いと考えることができる。超音波プローブ２０の各ブロ
ックの大きさは、たとえば、超音波プローブ２０の被検
体の所定部位３０への接触不良を検出する単位、たとえ
ば、図２に例示したように、１６チャネルの超音波セン
サを１単位（ブロック）とするなどの基準で決めること
ができる。
【００８１】テスト撮影処理手段１６は、超音波プロー
ブ２０のそのようなブロックの超音波センサの受信信号
のレベルに異常を検出したとき、ステップ２０の動作と
して、たとえば、図４に例示したように、表示手段２４
の表示領域１００内の撮影画像表示領域１０２の上下に
位置する第１の超音波プローブ状態表示部１０４および
／または第２の超音波プローブ状態表示部１０６の該当
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するブロック部分が異常（接触不良）であることを識別
可能に表示する。
【００８２】たとえば、超音波診断装置１０に設けられ
た表示手段２４がモノクロ表示装置の場合、テスト撮影
処理手段１６は第１の超音波プローブ状態表示部１０４
または第２の超音波プローブ状態表示部１０６の、超音
波プローブ２０の異常ブロックに対応するブロック部分
を白で表示する。図４に図解した例示では、超音波プロ
ーブ２０のブロック１の超音波センサが被検体の所定部
位３０に対して接触不良などの異常状態が発生したこと
を図解している。超音波診断装置１０に設けられた表示
手段２４がカラー表示装置の場合、テスト撮影処理手段
１６は、図４に図解した接触不良が発生している超音波
プローブ２０のブロック、図４に図解した例示では超音
波プローブ２０のブロック１を赤などの色でオペレータ
にとって容易かつ迅速に識別可能に表示する。
【００８３】図４に図解した表示手段２４の表示領域１
００の撮影画像表示領域１０２と、図８に図解した表示
手段２４の表示領域１００Ａの撮影画像表示領域１０２
とは表示手段２４の同じ場所である。第１の超音波プロ
ーブ状態表示部１０４は、撮影画像表示領域１０２の上
部に位置し、第２の超音波プローブ状態表示部１０６は
撮影画像表示領域１０２の下部に位置する。このよう
に、ステップ２０におけるテスト撮影処理手段１６によ
る表示は、図４に図解したように、表示手段２４の表示
画面の撮影画像表示領域１０２の上下に位置する第１の
超音波プローブ状態表示部１０４または第２の超音波プ
ローブ状態表示部１０６、あるいは、第１の超音波プロ
ーブ状態表示部１０４および第２の超音波プローブ状態
表示部１０６に行われる。
【００８４】その後、ステップ２１において、上述した
ように、ステップ１４、１５、１６と同様の処理が行わ
れて、図４に図解したように、表示手段２４の表示領域
１００Ａの撮影画像表示領域１０２に通常撮影処理手段
１４による撮影画像の表示と同様の表示が行われる。
【００８５】超音波診断装置１０を使用しているオペレ
ータは、通常撮影処理手段１４によって表示されるのと
同様に表示手段２４の表示領域１００の撮影画像表示領
域１０２に表示される撮影画像を観察しながら、撮影画
像表示領域１０２の上下に位置する第１の超音波プロー
ブ状態表示部１０４および／または第２の超音波プロー
ブ状態表示部１０６への接触状態不良表示を観察するこ
とにより、撮影画像表示領域１０２に表示されている撮
影状態が適切か否かを容易に認識できる。超音波診断装
置１０を使用しているオペレータは、第１の超音波プロ
ーブ状態表示部１０４または第２の超音波プローブ状態
表示部１０６にそのような不良表示が行われたとき、超
音波プローブ２０の該当するブロックの超音波センサの
被検体の所定部位３０への接触不良がなくなるように被
検体の所定部位３０への超音波プローブ２０の当て方を
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修正することができる。このように、本実施の形態によ
れば、テスト撮影処理手段１６による信号処理によって
被検体の所定部位３０への超音波プローブ２０の超音波
センサの当て方の不具合状態が正確かつ迅速に検出する
ことができ、しかも、不具合状態の判断基準はオペレー
タの個人差がない。したがって、オペレータの超音波診
断装置１０の使用の熟練度に依存せず、正確な超音波診
断装置１０の作業が可能となる。その結果、オペレータ
の操作の正確性が向上し、超音波診断装置１０の超音波
撮影時間も短縮できる。
【００８６】なおテスト撮影処理手段１６は、上述した
超音波プローブ２０のあるブロックに接触不良などの不
具合のあるブロックを検出したとき、図４に例示したよ
うな第１の超音波プローブ状態表示部１０４および／ま
たは第２の超音波プローブ状態表示部１０６への異常表
示に加えて、撮影画像表示領域１０２に表示されている
撮影画像データを記録しているメモリの、上記異常状態
のブロックに該当するメモリ内のデータ格納領域に被検
体の所定部位３０への超音波プローブ２０の接触状態が
十分でないことを示す指標、たとえば、フラッグを付
す。その結果、超音波診断装置１０の操作の後に医師が
撮影画像を診断する場合に、そのような指標も撮影画像
に付して出力すると、超音波プローブ２０が被検体の所
定部位３０に良好な接触状態で撮影された画像が否かを
知ることができる。
【００８７】上述した実施の形態においては、超音波診
断装置１０に、新たな素子、たとえば、超音波プローブ
２０の接触状態を検知する圧電素子を設けて圧力を検出
する、特開平１１－１１０３４９号公報に開示されてい
る方法とは異なり、既存の超音波診断装置１０に新たに
付加する機器または手段をを必要とせず、超音波診断装
置１０内のプログラムを変化し、動作モード設定手段１
２およびテスト撮影処理手段１６の処理を行うプログラ
ムを追加するのみでよいので、実施が容易であるし、価
格も大きく高騰しない。
【００８８】テスト撮影処理手段１６の処理の第２の例
示：超音波音線データの総和
テスト撮影処理手段１６はステップ１８における相関関
係を示すデータを算出する第２例として、超音波画像に
おける超音波音線方向の音線データを総和する。そし
て、テスト撮影処理手段１６は、音線データの総和が所
定のしきい値以下の場合、超音波プローブ２０のブロッ
ク内の超音波センサが被検体の所定部位３０に対して接
触が不充分な状態であると考えることができる。接触不
良を検出した後の処理は、上記第１例と同様に行う。
【００８９】テスト撮影処理手段１６の処理の第３の例
示：複数ブロックの検出
たとえば、超音波プローブ２０内の２ブロック分の超音
波センサが被検体の所定部位３０に対して接触不良状態
などの場合は、第１例の方法では検出しにくい。そこ



(14) 特開２００３－１３５４５９

10

20

30

40

50

25
で、第１例の方法で超音波プローブ２０の超音波センサ
の接触不良状態が検出されない場合は、下記に述べる第
２の方法の処理を行う。テスト撮影処理手段１６はさら
に、超音波プローブ２０の各ブロックの超音波センサの
受信信号の平均値を求め、これら複数のブロックの受信
信号の平均値を比較していき、受信信号の平均値がほぼ
同じであるブロックが連続しているか否かを検出する。
そして、受信信号の平均値がほぼ同じである連続するブ
ロックがそれらのブロックの周囲の連続する他のブロッ
クの受信信号の平均値より極端に低いか否かをチェック
する。もし、受信信号の平均値がほぼ同じである連続す
るブロックが、それらのブロックの周囲の連続する他の
ブロックの受信信号の平均値より極端に低い場合は、連
続するブロックの領域の超音波センサが被検体の所定部
位３０に接触が不十分な状態、あるいは、肋骨などの強
反射体が手前に存在して十分な受信信号が得られないと
考えることができる。
【００９０】テスト撮影処理手段１６は、そのような被
検体の所定部位３０への接触不充分な超音波プローブ２
０内のブロックを検出したとき、図６に例示したよう
に、表示手段２４の表示画面の第１の超音波プローブ状
態表示部１０４および／または第２の超音波プローブ状
態表示部１０６のいずれかの該当する連続するブロック
部分の表示部分を異常状態であると識別可能に表示す
る。たとえば、表示手段２４がモノクロ表示装置の場
合、テスト撮影処理手段１６は表示手段２４の表示画面
の第１の超音波プローブ状態表示部１０４および／また
は第２の超音波プローブ状態表示部１０６のいずれかの
該当するブロックを白で表示する。あるいは、表示装置
がカラー表示装置の場合、テスト撮影処理手段１６は表
示手段２４の表示画面の第１の超音波プローブ状態表示
部１０４および／または第２の超音波プローブ状態表示
部１０６のいずれかの該当するブロックを赤などの色で
表示する。
【００９１】これにより、超音波診断装置１０を使用し
ているオペレータは、表示手段２４の表示画面の撮影画
像表示領域１０２の撮影画像を観察しながら、第１の超
音波プローブ状態表示部１０４および／または第２の超
音波プローブ状態表示部１０６を観察することにより、
撮影画像表示領域１０２に表示されている撮影画像が超
音波プローブ２０の複数のブロックについて適切か否か
を容易に認識できる。オペレータは、表示手段２４の第
１の超音波プローブ状態表示部１０４または第２の超音
波プローブ状態表示部１０６にそのような不良状態の表
示が行われたとき、そのような不良状態が再発しないよ
うな超音波プローブ２０が被検体の所定部位３０に接触
するように、超音波プローブ２０の被検体の所定部位３
０への当て方を修正しながら被検体の所定部位３０への
超音波プローブ２０による走査を行う。その結果、オペ
レータの超音波診断装置１０の操作の正確性が非常に向
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上し、超音波診断装置１０の超音波撮影時間も短縮でき
る。
【００９２】またテスト撮影処理手段１６は、超音波プ
ローブ２０の複数のブロックの超音波センサの接触不良
状態を検出したとき、図４に例示した撮影画像表示領域
１０２、第１の超音波プローブ状態表示部１０４、第２
の超音波プローブ状態表示部１０６への表示に加えて、
撮影画像表示領域１０２に示されている撮影画像データ
を記録しているメモリの該当するデータ格納領域に被検
体の所定部位３０への超音波プローブ２０の接触状態が
十分でないことを示す指標、たとえば、フラグ＝１を付
して記録することができる。この場合も、上述したよう
に、超音波診断装置１０の操作の後に医師が撮影画像を
診断する場合に、そのような指標、たとえば、フラグも
撮影画像に付して出力すると、超音波プローブ２０が被
検体の所定部位３０に良好な接触状態で撮影された画像
が否かを知ることができる。
【００９３】第２実施の形態の第１の具体例の変形態様
図７を参照して述べた、動作モード設定手段１２、通常
撮影処理手段１４およびテスト撮影処理手段１６の処理
はまた図９に図解したフローチャートの処理に代えるこ
ともできる。
【００９４】図９は図７に図解したステップ２１の処理
が通常撮影処理手段１４とテスト撮影処理手段１６とで
重複しているので、そのような重複処理を回避するた
め、図７のステップ２２の処理をステップ１６の処理の
後に移動させてステップ２２Ａとし、通常撮影処理手段
１４によるステップ１４～１６の処理の後にテスト撮影
処理手段１６によるステップ１８～２０の処理を行うよ
うにしたフローチャートを示している。もちろん、本例
では、図７に図解したステップ２１の処理は削除してあ
る。
【００９５】第２実施の形態
図１に図解した超音波診断装置１０はまた図１０に図解
した処理を行うことができる。図１０に図解した処理に
おいて、動作モード設定手段１２がステップ３１におけ
る検出処理を行う。通常撮影処理手段１４がステップ３
２～３８の処理を行う。テスト撮影処理手段１６がステ
ップ４１～４８の処理を行う。
【００９６】ステップ３１：動作モード設定手段１２は
超音波診断装置１０が動作しているとき、上記例示した
いずれかのテスト撮影モードの要求があるか否かをチェ
ックする。
【００９７】ステップ３２～３７：通常撮影処理手段１
４は、通常撮影モードのとき動作モード設定手段１２に
よって駆動されてステップ３２～３７の動作を行う。な
お、ステップ３２～３４の処理は図７を参照して述べた
ステップ１１～１３の処理と同様であり、ステップ３５
～３７の処理は図７を参照して述べたステップ１４～１
６の処理と同様であるのでその説明は割愛する。



(15) 特開２００３－１３５４５９

10

20

30

40

50

27
【００９８】ステップ４１、４２：動作モード設定手段
１２はテスト撮影モードのときテスト撮影処理手段１６
を駆動する。駆動されたテスト撮影処理手段１６はテス
ト撮影条件に従って、超音波プローブ駆動手段１８を介
して超音波プローブ２０を駆動する。
【００９９】テスト撮影モードにおけるテスト撮影処理
手段１６による超音波プローブ２０の駆動方法の例につ
いて述べる。たとえば、事前に、図２に図解した超音波
プローブ２０を１６チャネルの超音波センサごと、複数
のブロック、図２の例では１２ブロックに区分してお
く。
【０１００】ステップ４１において、テスト撮影処理手
段１６は、１ブロックごとそのブロックに属する複数の
超音波センサを駆動して被検体の所定部位３０に向けて
超音波を送信し、ステップ４２において超音波プローブ
２０の全ブロックの超音波センサの受信信号を入力す
る。
【０１０１】ステップ４３：テスト撮影処理手段１６
は、ステップ３４における通常撮影処理における位相合
わせ処理と同様の位相合わせ処理を行う。なお、この位
相合わせ処理は、図７のステップ１３の処理と同様であ
る。
【０１０２】ステップ４４：テスト撮影処理手段１６は
演算処理の１例として、位相合わせ処理した各ブロック
の超音波センサの受信信号について平均値を算出する。
【０１０３】ステップ４５：テスト撮影処理手段１６
は、超音波プローブ２０のうちの駆動した複数の超音波
センサの属するブロックの受信信号の平均値が所定のレ
ベルにあるか否かをチェックする。そのブロックの受信
信号の平均値が所定のレベルに到達しない場合は、その
ブロックの超音波センサが被検体の所定部位３０に充分
接触していないか、肋骨などの強反射物に遮られて希望
する被検体の所定部位３０へ超音波が到達していないと
考えることができる。
【０１０４】またテスト撮影処理手段１６は駆動してい
ない超音波プローブ２０のブロック部分の超音波センサ
の受信信号の平均値が所定のレベル以上か否かをチェッ
クする。もし駆動していない超音波プローブ２０のブロ
ック部分の超音波センサの受信信号の平均値が所定レベ
ル以上の場合は反射などによるノイズ受信信号と考える
ことができる。
【０１０５】ステップ４６：テスト撮影処理手段１６は
駆動した超音波センサが属するブロックの全ての超音波
センサの受信信号の平均値が所定のレベル以下の場合
は、図７のステップ２０の処理と同様、図４の第１の超
音波プローブ状態表示部１０４および／または第２の超
音波プローブ状態表示部１０６のいずれかの該当するブ
ロック部分に接触不良状態を示す表示を行う。この表示
方法についは、第１実施の形態および第２実施の形態で
述べた方法と同様に行う。
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【０１０６】テスト撮影処理手段１６は駆動していない
超音波プローブ２０内のブロック部分の複数の超音波セ
ンサの受信信号の平均値が所定のレベル以上の場合、そ
のノイズ表示も行う。そのようなノイズ表示としては、
たとえば、表示手段２４がモノクロ表示装置の場合、該
当するブロックを網点で表示する。あるいは、表示手段
２４がカラー表示装置の場合、該当するブロックを黄色
などの色で表示する。これにより、オペレータはノイズ
状態も容易に識別できる。
【０１０７】ステップ４７：テスト撮影処理手段１６は
超音波プローブ２０の超音波センサの接触不良およびノ
イズのいずれかを検出したとき、図４に例示した第１の
超音波プローブ状態表示部１０４および／または第２の
超音波プローブ状態表示部１０６への表示に加えて、表
示手段２４の撮影画像表示領域１０２に表示されている
撮影データを記録しているメモリの該当するデータ格納
領域に超音波プローブ２０の被検体の所定部位３０への
接触状態が充分でないことを示す指標、たとえば、フラ
グ１＝１、および、ノイズによることを示す指標、たと
えば、フラグ２＝１のいずれかが存在していることを記
録する。したがって、超音波診断装置１０を使用してい
るオペレータはもとより、後に医師が超音波診断装置１
０の撮影画像を見て診断を行う時、そのようなフラグを
撮影画像に添付すると超音波プローブ２０が被検体の所
定部位３０に良好な接触状態で撮影された結果か否か、
ノイズが存在するか否かを知ることができる。
【０１０８】以上のように、第２実施の形態の第２の具
体例（第３実施の形態）によれば、第１および２実施の
形態と同様、各ブロック単位で超音波プローブ２０の被
検体の所定部位３０への接触状態を容易に検出すること
ができる。さらに第３実施の形態によれば、第１および
２実施の形態では検出しえない、超音波プローブ２０内
のあるブロックの超音波センサが他のブロックの受信信
号に影響を及ぼしているか否かを検出することができ
る。
【０１０９】本発明の超音波プローブ状態判断方法の例
示として第１～３実施の形態を述べたが、本発明の超音
波プローブ状態判断方法の実施に際しては、上述した方
法に限定されず、種々の変形態様をとることができる。
たとえば、上述した相関関係を示すデータは例示に過ぎ
ず、上記方法と同様の相関関係を示すデータを算出する
こともできる。
【０１１０】
【発明の効果】本発明によれば、既存の超音波診断装置
および超音波プローブを変更したり、超音波診断装置お
よび超音波プローブに新たな素子などを追加することな
く、既存の超音波診断装置および超音波プローブを活用
して、超音波撮影の最中、超音波プローブが適切に被検
体の所定部位に接触しているか否かを検出することがで
きる。超音波センサの接触不良が検出したとき、その修
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正を行うことができるで、その結果、本発明によれば超
音波診断装置による検査を迅速かつ正確に行うことがで
きる。
【０１１１】さらに本発明によれば、超音波プローブ内
のある超音波センサの送信信号が他の超音波センサで受
信される状況を検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は本発明の超音波診断装置の実施の形態の
構成図である。
【図２】図２は図１に図解した超音波診断装置に用いる
超音波プローブの複数チャネルの超音波センサとブロッ
ク構成の関係の例を示す図である。
【図３】図３は本発明の図１に図解した超音波診断装置
の第１実施の形態の動作、および、本発明の超音波プロ
ーブ状態判断方法の第１実施の形態を示すフローチャー
トである。
【図４】図４は図３に図解した処理によって行われる表
示例を示す図である。
【図５】図５は本発明の図１に図解した超音波診断装置
の２実施の形態の動作、および、本発明の超音波プロー
ブ状態判断方法の第２実施の形態を示すフローチャート
である。
【図６】図６は図３に図解した本発明の超音波プローブ
状態判断方法の１実施の形態の第１例を示すフローチャ*
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*ートである。
【図７】図７は図５に図解した本発明の超音波プローブ
状態判断方法の第２実施の形態の第１例の具体例の処理
を示すフローチャートである。
【図８】図８は図７に図解した処理によって行われる通
常撮影モードにおける撮影結果の表示例を示す図であ
る。
【図９】図９は図７に図解した処理の変形態様を示した
フローチャートである。
【図１０】図１０は図５に図解した本発明の超音波プロ
ーブ状態判断方法の第２実施の形態の第２の具体例の処
理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０・・超音波診断装置
１２・・動作モード設定手段、１４・・通常撮影処理手
段
１６・・テスト撮影処理手段、１８・・超音波プローブ
駆動手段
２０・・超音波プローブ、２２・・状態判定手段
３０・・被検体の所定部位
１００，１００Ａ・・表示領域
１０２・・撮影画像表示領域
１０４，１０６・・第１、第２の超音波プローブ状態表
示部

【図１】 【図３】
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